
 新潟市立学校に勤務する会計年度任用職員の週休日並びに給与及び報酬の特例に関する

規則第１条第１項の新潟市教育委員会が定める職の要綱  

新潟市立学校に勤務する会計年度任用職員の週休日並びに給与及び報酬の特例に関す

る規則（令和４年３月２２日）第１条第１項の職は、次に掲げるものとする。 

 （１） 割振られた週当たりの勤務時間が２９時間の学校図書館司書 

 （２） 用務員（ただし、明鏡高等学校及び秋葉区内の幼稚園で勤務する者を除く。） 

（３） 美化推進員 

（４） 養護師 

（５） 養護師兼事務補助 

（６） 割振られた週当たりの勤務時間が２９時間以上となる一般事務補助 

 （７） 割振られた週当たりの勤務時間が３０時間の教員業務支援員 

 （８） 教員業務支援スタッフ 

（９） 保育補助 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年９月１日から施行する。 


